
令和５年第３回まちづくり委員会 運営委員会(報告) 

 

開催日 令和５年３月８日(水)午後６時から８時まで 

    清瀬市役所 会議室３－２ 

参加者 関根委員長、竹内副委員長、有働委員、大森委員、小寺委員、前川委員 

    事務局 シティプロモーション課 根津・増渕 

 

１ 報告事項 

（１）各グループのグループワーク 

  ア 提案審議グループ 

   ・年間スケジュールについて 

   ・過去の提言の現状調査について 

   ・グループワークの時間が短かった。 

   ・第２回委員会後、メールで情報交換を行った。 

  イ 条例審査グループ 

   ・令和４年に行った調査結果のフォローアップをどのように行うか 

   ・提案№８は次回に検討（時間が足りなかったため） 

  ウ ＷＳグループ 

   ・年間スケジュールについて 

   ・ワークショップの役割・目的・内容について 

   ・第２回委員会後に会議室で打ち合わせ（時間が足りなかったため） 

   ・メール等で情報交換を行った。 

（２）令和５年まちづくりフォーラムについて 

  ・12月開催予定（日程はこれから検討する） 

  ・ＷＳグループが企画・運用を行う。 

  ・内容は 

   ①市長への提言（複数ある場合でも全ての提言を報告する） 

   ②条例運用に関する提言 

   ③ワークショップ開催の報告 

   ④再開１期目の委員会としての総括 

    休止期間を経て条例改正し再スタートをきったまちづくり委員会１期目の委員と

して、どのように進めてきたか等を総括する。 

（３）新規提案の数：１件（№28）送付済み 

（４）傍聴者の意見の数：０件 

 



２ 審議事項 

（１）第３回委員会で審議する提案について 

   第２回委員会で原則として審議開始から３か月後に決議するとしているが、提案の

中には明らかに担当部署案件と判断できる提案がある。継続審議が必要ないと運営委

員会で判断した提案については、第３回委員会で決議すると運営委員会で決定した。 

  【第３回委員会で審議する提案】 

   №２：行政・市民活動団体・民間団体において同様のテーマの活動がある。提案者

に情報提供し活動に参加していただくよう促す。 

   №９：駐車場の管理運営に関することのため、担当部署が解決する課題である。 

   №10：陳情に近いと思われるので、まちづくり委員会で取り上げる提案ではないと

判断 

   №16：具体案がないため判断が難しい。まずは個々での情報発信や活動が必要だと

思われる。 

（２）令和５年第３回まちづくり委員会次第及びタイムスケジュール 

   ６（２）グループワーク（提案・条例・ＷＳ）の時間を確保する。 

 

３ 協議事項 

（１）審議フォーマットについて（一部修正） 

   ２審・３審を修正。審議するテーマを設けず、委員からの意見及び各課からの回答

を基に審議できるような様式に修正する。 

（２）グループワークの取り組み 

  ア 第３回委員会で話し合うこと 

  イ 年間スケジュールの作成 

（３）担当部署案件となった提案の流れ 

   全体審議で担当部署案件となった提案について、提案者へ通知を送付するまでの流

れを確認した。 

 

４ 次回の運営委員会 

  候補１ 令和５年４月７日（金）18:00～ 

  候補２ 令和５年４月 10日（月）18:00～ 

  ※ＷＳグループ確認後、決定する。 

 


